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船舶事故調査報告書 

 

                               令和８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 令和７年３月４日 １７時５５分頃 

発生場所 福山港 

備中
びっちゅう

高島港黒土
くろつち

防波堤灯台から真方位２９５°３.１海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°２７.２′ 東経１３３°２６.８′） 

事故の概要 作業員は、貨物船CELEBES
セ レ ベ ス

 CLOVER
ク ロ ーバ ー

の揚げ荷役作業中、船倉内の積荷

上に落下し転倒して負傷した。 

事故調査の経過 令和７年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

貨物船 CELEBES CLOVER、１０７,０５８トン 

１４４３５２、喜多浦海運株式会社 

２９９.９９ｍ×５０.００ｍ×２５.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１６,０４０kＷ、平成２６年３月 

 乗組員等に関する情報 作業員 ６１歳 

 死傷者等 軽傷 １人（作業員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北東、風力 １ 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１８時０５分頃 

 事故の経過 本船は、鉄鉱石粉約７０,０００ｔを積載し、揚げ荷役の目的で、

広島県福山市所在の荷役バースに右舷着けで着岸していた。（図１参

照） 
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図１ 事故発生場所概略図 

 

本船の揚げ荷役作業は、元請け会社（以下「Ａ社」という。）の協

力会社によって令和７年３月２日から実施され、荷役バースに設置さ

れたクレーンのグラブバケットによって、ハッチの開いた本船の船倉

内から鉄鉱石粉が搬出されていた。 

作業員は、４日０７時３０分頃から‘船首側から４番目の船倉’

（以下「本件船倉」という。）の作業に作業指揮者として従事し、甲

板上でクレーンへの合図作業を実施していた。 

本件船倉には、甲板上から船倉の底部（高さ約２７ｍ）に降下する

ための螺
ら

旋階段、踊り場及び垂直ラダーが船尾側中央部に設置され、

踊り場はラダープロテクターと呼ばれる柵で囲まれ、甲板上から同プ

ロテクター下部までの高さが約２１ｍであった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 螺旋階段、ラダープロテクター及び垂直ラダーの状況 

（船倉下部から上方を撮影） 

 

作業員は、本件船倉の揚げ荷役作業が進み、鉄鉱石粉が踊り場の下

部辺りまで搬出されたので、クレーンによる搬出作業から、重機で残

事故発生場所 
（令和７年３月４日 
１７時５５分頃発生） 

香川県 

岡山県 
福山市 

備中高島港黒土防波堤灯台 

✕ 広島県 

ラダープロテクター 

垂直ラダー 

螺旋階段 

踊り場 
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りの鉄鉱石粉を集める作業に移ることとした。 

作業員は、重機を本件船倉内に搬入して作業を行うに当たり、垂直

ラダーの足場が鉄鉱石粉で埋まり、他の作業員が垂直ラダーを使用で

きない状況を確認して、重機で鉄鉱石粉を除去するため、１７時５０

分頃、螺旋階段を使用して本件船倉に入った。 

作業員は、踊り場まで降下し、垂直ラダーの下は鉄鉱石粉までの高

さが約２.５ｍあり、ラダープロテクターの左舷側は鉄鉱石粉までの

高さが約１ｍあったので、同プロテクターの左舷側から鉄鉱石粉の上

に移動しようとしていた。 

作業員は、ラダープロテクターの左舷側の支柱を両手で保持して下

を見た際、高さがあると感じて移動することをやめようとしたが、体

のバランスを崩し、１７時５５分頃、鉄鉱石粉の上に落下し転倒し

た。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 作業員がラダープロテクターから落下した状況 

 

作業員は、右足に痛みを感じたので、別の作業員に携帯電話で状況

を伝え、連絡を受けた同作業員が事務所に救急車を呼ぶよう要請し

た。 

作業員は、本件船倉内から荷役バースに移送された後、救急車で福

山市所在の病院に搬送され、右踵
しょう

骨関節内骨折と診断された。 

 その他の事項 (1) 作業員の経験 

約１８年５か月の荷役実務の経験があった。 

(2) 作業員の服装 

作業員は、本事故当時、作業服、ヘルメット、安全靴、皮手

袋、墜落制止用器具等を着用していた。 

(3) 垂直ラダーの足場が鉄鉱石粉で埋まっていた際の状況 

Ａ社担当者によれば、本事故以前、垂直ラダーの足場が鉄鉱石

作業員 

高さ約１ｍ 

鉄鉱石粉 

足場が鉄鉱石粉
で埋まった垂直
ラダー 

左舷側 

高さ約２.５ｍ 
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粉で埋まっていた際、作業員が踊り場付近から積荷の上に直接降

りることがあった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、福山港の荷役バースに着岸して揚げ荷役作業中、作業員

が、ラダープロテクターの左舷側から鉄鉱石粉の上に移動しようとし

ていたところ、高さがあると感じて移動することをやめようとしたも

のの、体のバランスを崩したことから、ラダープロテクターから鉄鉱

石粉の上に落下し転倒して右足踵
かかと

を負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が福山港の荷役バースに着岸して揚げ荷役作業中、

作業員が、ラダープロテクターの左舷側から鉄鉱石粉の上に移動しよ

うとしていたところ、体のバランスを崩したため、ラダープロテク 

ターから鉄鉱石粉の上に落下し転倒したことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の措置等を採った。 

・関係会社作業員等に対し、本事故及び過去の落下による被災事例

を周知した。 

・作業手順書において、以下の方法について付図を使用して注意事

項を明確化するなど改定した。 

－積荷のある船倉内に降りる際の次の方法 

  －垂直ラダーが使用できる場合 

  －垂直ラダーが積荷で埋まり使用できない場合 

  －螺旋階段が積荷で埋まっている場合 

－船倉内の積荷を移動させて足場を確保する方法 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業員は、梯子
は し ご

等の設備を用いて船倉内の積荷の上に降りる際、

同設備の高い位置から移動することなく、安全に着地できる低い

位置まで同設備を使用し、安定した足場を確認した上で移動する

こと。 

・作業員は、船倉内に降りる際、垂直梯子等の設備が積荷で埋没し

ている場合には、まず積荷を排除し、体位を保持して降りること

ができる状態にしておくこと。 

 


